
家庭の水道設備に凍結防止対策を

◆水道管が凍りやすい場所
◇水道管が「むき出し」になっている場所
◇日の当たらない場所
◇風当たりの強い場所

◆家庭でできる凍結防止対策
◇�「むき出し」になっている水道管は、直接外気に触れな
いよう保温材を巻き付け、ひもで縛って固定し、その
上から保温材が濡れないようにビニールテープなどで
隙間なく重ねて巻いてください。
※保温材は毛布、発泡スチロールなどでも代用できます
◇�メーターボックスの中に、細かく砕いた発泡スチロー
ルや布切れなどを濡れないようビニール袋に入れ、メー
ターを保護するようにしてください。

◆もし凍結してしまったら
　�蛇口が凍結した場合は、タオルなどをかぶせ、その上
からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
※�急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することが
ありますので注意してください

◆もし破裂してしまったら
　�メーターボックスの中にある止水栓を閉め、水を止め
てから市の指定工事業者へ修理を依頼してください。
メーターが凍結し破損した場合は、無料で交換します
ので上下水道課にご連絡ください。
※�市の条例により、緊急の工事であっても市の指定を受
けていない業者が水道工事をすることはできません。
必ず市指定工事業者であることを確認して
から工事を依頼してください

　　上下水道課　☎44-5311
定
問問

県西圏域都市計画区域マスタープランに
関する公聴会の開催について

都市の将来像を示す「都市計画区域マスタープラン」の
作成にあたり、住民の皆様からご意見をいただくため、
下記のとおり公聴会を開催します。
公聴会では、原案に対して、公述人として意見を述べる
ことができます。申出者が多数の場合は、意見内容を考
慮のうえ代表者を選定させていただきます。
なお、公述の申出がない場合は、公聴会は開催されません。

　　令和８年１月26日（月）午後１時～
　　筑西合同庁舎　１階　大会議室
　　�意見を述べることを希望する方は、公述申出期間内
に公述申出書を提出してください。

　　�（※公述申出書の様式は閲覧場所及び茨城県都市計
画課ホームページにあります。）

　　【提出先】�茨城県知事　大井川和彦（茨城県土木部都
市局都市計画課扱い）あて

　　　　　　 〔〒310-8555　水戸市笠原町978-6〕
　　令和８年１月８日（木）～19日（月）※閉庁日を除く

◆�原案の閲覧場所及びお問い合わせ先（※公述申出期間
中のみ閲覧できます。）
　茨城県土木部都市局都市計画課
　☎029-301-4592
　下妻市都市整備課　☎45-8128
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資源物（かん）の盗難防止について

市内のごみ集積所に出された資源物（かん）が持ち去られ
ている事案が発生しております。
資源物を勝手に持ち去ることは、窃盗罪です。市民の皆
様の協力により出された資源物の窃盗を防止するため、
回収日当日以外はごみ集積所に出さないようご協力をお
願いします。
また、怪しい車両等を見かけましたら、危険ですので声
をかけず、早急に下妻警察署へ通報してくだ
さい。

　　環境課　☎43-8234
　　下妻警察署　☎43-0110

定
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令和７年度しもつま環境カルタ大会の
出場者を募集します

　　令和８年２月８日（日）午後１時30分～
　　イオンモール下妻１Ｆ ナチュラルコート
　　STOP!温暖化エコネットしもつま
◆開催部門　幼児の部
　　　　　　小学１年生の部
　　　　　　小学２年生の部
◆募集枠　各部とも10組20名
　　　　　※応募者多数の場合、抽選となります
　　�下記のいずれかの条件に該当する就学前幼児、小学
１年生、小学２年生

　　①�幼児、児童本人が、市内在住・在園・在学である
こと。

　　②幼児、児童の保護者が市内在勤であること。
　　③幼児、児童の祖父母が市内在住であること。
　　�お子様２人１組で、環境課窓口またはWeb申込
フォームにてお申し込みください。

Web申込フォーム二次元コード

　　令和８年１月９日（金）

　　環境課　☎43-8234
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都市計画の変更に関する原案の縦覧を
行います

　　用途地域の変更及び、地区計画の決定について
◆提出方法
　�今回の変更に関する都市計画原案に対して意見を述べ
ることを希望する方は、縦覧期間内に意見書を持参ま
たは郵送で提出してください（意見書は都市整備課及
び市ホームページで入手できます）。
　〔提出先〕下妻市長（都市整備課扱い）宛
　　　　　 〒304-8501　下妻市本城町3-13
◆縦覧期間
　�令和８年１月６日（火）～20日（火）午前８時30分～午
後５時15分※土日祝日を除く。期間内必着。
◆縦覧場所
　都市整備課都市計画係
　※市ホームページからも縦覧可

　　都市整備課　☎45-8128
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「年末調整がよくわかるページ」について

国税庁ホームページ内に「年末調整特集ページ（年末調
整がよくわかるページ）」を開設して年末調整の際に使用
する各種様式、年末調整の手順や所得税の基礎控除の見
直し等を解説したパンフ
レットおよび動画並びに
チャットボットを掲載し
ていますのでご利用くだ
さい。

　　下館税務署　☎24-2121
定
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令和８年下妻市消防出初式

新春を飾る恒例の下妻市消防出初式を開催します。
消防署員や消防団員約400名による分列行進から服装・
規律の点検や、消防ポンプ車20台の車両行進を行います。
どなたでも観覧できますので、ぜひご来場ください。

　　令和８年１月11日（日）午前８時45分～
　　下妻市役所西側駐車場

※�当日、午前７時にサイレンを鳴らしますので火災と間
違わないようお願いします。

詳細はこちらから

　　消防防災課　☎43-2119
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下妻市給食費助成金

令和７年度下妻市立中学校の給食費無償化に伴い、市立
中学校以外の対象中学校（学校教育法第１条に規定する
中学校、義務教育学校（後期課程）、中等教育学校（前期
課程）、特別支援学校（中学部））に在籍している生徒の保
護者に対し、給食費助成金を交付します。

　　
◇�令和８年３月１日現在で、市内に住所を有すること。
◇�対象中学校に在籍している生徒の保護者であること。

◆令和７年度助成金額上限
◇�中学校１・２年生：月額4,150円
◇�中学校３年生：月額4,150円および1,440円（３月分）
※８月分、補助金額分等を除く。

◆対象期間
　�令和７年４月１日～令和８年３月31日のうち、市内に
住所を有していた期間
※月の途中に転入された方は、翌月からとなります。

　　�対象となる保護者に制度の案内を送付しますので、
指定の方法により事前申込みをしてください。事前
申込後、助成金の該当となる方に、改め
て必要書類を通知します。

　　教育総務課　☎44-0740
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帯状疱疹予防接種費用の一部助成

以下の生年月日に該当する方で、予防接種の希望がある
方は忘れずに接種してください。
※助成が出るのは、今回１回限りです。

◆令和７年度の対象者

【年齢】 【生年月日】
65歳 昭和35年４月２日～昭和36年４月１日
70歳 昭和30年４月２日～昭和31年４月１日
75歳 昭和25年４月２日～昭和26年４月１日
80歳 昭和20年４月２日～昭和21年４月１日
85歳 昭和15年４月２日～昭和16年４月１日
90歳 昭和10年４月２日～昭和11年４月１日
95歳 昭和５年４月２日～昭和６年４月１日
100歳 大正14年４月２日～大正15年４月１日
100歳以上 大正14年４月１日以前に生まれた方

※100歳以上の方は今年度のみ助成対象です。

◆接種期限
　・令和８年３月31日まで
◆市公費負担助成額
　・生ワクチン　　　  3,000円（１回のみ）
　・不活化ワクチン　12,000円（6,000円×２回）

※�接種券を紛失された方は、健康づくり課ま
でお電話ください。

　　健康づくり課　☎43-1990
定
問問
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